
仕 様 書 

 

１．件  名   

（長期継続契約）令和７年度導入印刷機器等賃貸借 

 

 ２．賃貸借期間 

令和７年８月１日から令和１２年７月３１日まで（６０ヶ月） 

 

 ３．納入期限 

令和７年８月１日 

 

 ４．担当部課 

市川市 議会事務局 議事課 

 

 ５．賃貸借物件 

印刷機器一式 

詳細は、別紙１「賃貸借物件一覧」のとおり。 

（本件は、賃貸人が所有する上記物件を市川市（以下「賃借人」という。）が借り受け、賃料

を支払うものである。） 

 

６ 納入場所 

市川市八幡１丁目１番１号 市川市役所 第１庁舎 ６階 議事課 

 

 ７．設置場所 

市川市八幡１丁目１番１号 市川市役所 第１庁舎 ６階 議事課 

      

 ８．納品物件 

「５．賃貸借物件」に示された物件に係る以下のドキュメントを、「４．担当部課」で指定

した場所に、期限までに納品すること。 

 

 

  



 

納 品 物 件 一 覧 表 

Ｎｏ 納 品 物 件 期  限 

１ 賃貸借物件一覧（型名、ライセンスキー明記） 契約日 

２ 体制表（納入後の連絡先を含む） 
契約日から 7 日以内 

３ スケジュール表 

４ 
情報セキュリティ対策チェックリスト 契約日から 7 日以内及び各年

度の 4 月 7 日 

５ 賃貸借物件に関する取扱説明書（写しでも可） 

納入期限まで 

６ 賃貸借物件に関する保証書（写しでも可） 

７ ソフトウェアの使用許諾証書 

（公共機関向けライセンスの場合は賃借人名義の

もの。それ以外は写しでも可。） 

８ 再インストールディスク一式及びリカバリ手順書 

９ 延長保証サービスパッケージの登録完了が確認で

きる書類（写しでも可） 
納入後、7 日以内 

 

 ９．賃貸借物件の納入 

賃貸借物件は、賃貸人の負担により、「６ 納入場所」に示す場所に、指定した数量を納入

すること。また、以下の設置及び導入設定作業を行い、その作業内容及び動作確認結果を「機

器設置作業報告書」としてまとめ、賃貸借開始日までに提出すること。 

（１）市川市情報系庁内 LAN 環境に接続し、それに関するネットワーク設定を行うこと。ネ

ットワーク接続に必要な設定情報は、賃借人から賃貸人に別途提示するものとする。その

際、賃貸人は、設置前に MAC アドレスを賃借人に提示すること。なお、機器の接続に必

要な LAN ケーブル及び配線保護財は、賃貸人の負担で用意すること 

   また、発注者の指示する操作用パソコンに対し、必要な設定を行い、各操作用パソコ

ンから印刷ができるように設定すること。 

（２）納入時、初期動作確認を行い、確認に使用する必要な消耗品（インク及びマスター）

を賃貸人負担で付属すること。 

   なお、設置以降の賃貸借契約期間中に必要な消耗品（インク及びマスター）について

は賃借人負担とする。 

（３）本体に、納入機器本体に管理番号を記入したシールと、賃貸借の契約名及び契約期間

を記載したシールを貼付すること。また、別紙１第２項 添付品へも納入機器本体と同じ

管理番号が記載されたシールを貼り付けること。 



（４）その他、設定作業に必要な詳細情報については、契約締結後、賃借人から賃貸人に提

示するものとする。 

 

１０．賃貸借期間終了後について 

（１）賃貸借期間終了後は、賃借人から指示があった場合は、賃貸人の負担により機器の全

てを撤収すること。 

（２）前項で示す撤収時において、機器に内蔵される記憶媒体がある場合は、賃貸人の負担

により、データ消去を行い、その証明書を賃借人に提出すること。なお、当該消去作業は

賃借人施設の外へ撤収する前に、賃借人職員立ち合いのもとで行うこととする。 

（３）賃借人の希望により、契約満了後に月数単位で再リース契約を締結できるものとする。

なお、全ての機器ではなく、一部の機器となる場合もある。 

 

１１．秘密の保持 

（１）賃貸人は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も

同様とする。 

（２）賃貸人は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記１「個人情報取

扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

１２．情報セキュリティの確保 

賃貸人は、作業を実施するに当たり、情報セキュリティの取扱いについては、別記２「情報

セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

１３．契約不適合責任 

本契約による賃貸借物件の種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しないことを賃

借人が認識した場合、認識した時点から 1 年以内の間に賃貸人に対する書面による通知を行

うことにより、賃借人は賃貸人に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請

求することができるものとする。ただし、賃貸借期間終了日を過ぎた後の不適合認識について

は、修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。 

 

１４．動産総合保険の付保 

（１）賃貸人は、賃貸借契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約を賃貸人

の負担により付保しなければならない。 

（２）賃借人の責に帰す事由により物件が損害を受けた場合、賃借人は、賃貸人に支払われ

た保険金をもって、損害賠償を免れるものとする。 



（３）再リース契約を締結する場合、本契約と同様に賃貸人を保険契約者とする動産総合保

険契約を賃貸人の負担により付保しなければならない。 

 

１５．賃貸借物件の管理・保守 

  （１）賃貸借物件の使用については、業務担当課が責任をもって管理を行うものとする。 

     ただし、物件が故障した場合、賃貸人は業務担当課の求めに応じて賃貸人の負担で修理 

     等を行うものとする。 

  （２）修理依頼等があった場合は、常に迅速な対応ができる体制を確保するとともに、土曜日、

日曜日及び祝日等を除いた、平日午前９時から午後５時までの間で対応できるようにす

ること。 

  （３）保守についてはメーカー等が提供するメンテナンスサービスパッケージ（延長保証サー

ビスパッケージ）を基本とする。なお、当該保守を技術作業担当の事業者に委託しても

良いが、その場合は、「８．納品物件」に従って提出する体制表に、当該事業者を明示

すること。 

     ただし、「１３．契約不適合責任」で規定した内容が優先するものとする。 

     なお、保守作業の実施に際して、情報記録媒体の交換が生じた場合には、交換した情報

記録媒体は、賃貸人の責務で、データ消去を行い、その証としてデータ消去証明書を速

やかに賃借人に提出すること。また、当該消去作業は賃借人施設の外へ撤収する前に、

賃借人職員立ち合いのもとで行うこととする。 

  （４）当該賃貸借契約にあたり、賃借人は特に定期保守契約は結ばない。 

 

１６．公租公課 

物件に係る公租公課は、賃貸人の負担とする。 

 

１７．権利義務の譲渡の禁止 

賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は

その権利を担保に供することはできない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、こ

の限りでない。 

 

１８．環境への配慮 

納入するハードウェア等について、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（グリーン購入法）」の適用となる物品については、グリーン購入法適合品であること。グリ

ーン購入法以外の環境関連基準を満たす機種を選定する場合は、入札における事前質問におい

て本市の了承を得ること。 



１９．その他 

（１）賃貸借物件のサーバ及びクライアントＰＣに対して、賃借人が別途用意するソフトウェア

をインストールすることがある。 

（２）納入に係る費用は、賃貸人の負担とする。また、納入及び設置作業に際し生じた残資材及

び梱包材等は、賃貸人が撤去すること。 

（３）賃貸人は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 

（４）本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、賃借人と賃貸人とが協議して定め

るものとする。 

（５）契約の履行上の疑義については、賃借人と賃貸人とが協力して解決すること。 

 

  



別紙１．賃貸借物件一覧 

 

下記の仕様を満たす機器を納入すること。 

ただし、相当仕様品もしくは上位使用品を納入しても良いものとする。 

 【参考製品】デュプロ株式会社 デュープリンターDP－X550 

 

項 品  名 仕    様 数量 

1 デジタル 

印刷機 

印刷方式 孔版印刷方式 1 

製版方式 感熱デジタル製版方式 

解像度 読取り：600dpi×600dpi 

書込み：300dpi×600dpi 

(マスター穿孔密度：600dpi×600dpi) 

印刷速度 片面 45～135 枚/分(5 段階可変)＋155 枚/分 

原 稿 サ イ

ズ 

最大 297 ㎜×432 ㎜ 

用 紙 サ イ

ズ 

最大 320 ㎜×450 ㎜ 

（ロングペーパー機能で 320 ㎜×540 ㎜可能） 

最小 100mm×148mm 

(ハガキサイズ相当)(制限付きで 50 ㎜×148 ㎜まで可

能) 

用紙種類 45～210g/㎡(四六判 39～180kg) 

給紙容量 1,500 枚（64g/㎡上質紙） 

イ ン タ ー

フェース 

USB2.0 Hi-Speed、イーサネット 

IEEE802.11a/b/g/n（2.4GHz，5GHz） 

各種検知 原稿サイズ検知（スマート検知セット搭載時）、用紙サ

イズ検知（スマート検知セット搭載時）、用紙有り無し

検知、マスター残量計測、 

マスター切れ検知、排版ロール容量計測、排版満杯検

知、 

インク切れ検知、厚紙設定検知（スマート検知セット

搭載時）、用紙重送検知（重送検知キット搭載時）、原

稿セットミス検知 

電源 AC100V 50/60Hz，2.5A 

本 体 サ イ

ズ 

使用時：1405 ㎜(W)×690 ㎜(D)×1080 ㎜(H) 

収納時：785 ㎜(W)×690 ㎜(D)×1080 ㎜(H) 

本体重量 約 102kg 

2 添付品 キ ャ ビ ネ

ット 

キャスター付き 1 

マ ニ ュ ア

ル 

取扱説明書、保証書、設置ガイド 

ド ラ イ バ

類 

Windows11 に対応したドライバであること。 

プリンタドライバ等が保存されているディスクを全体

で 1 添付すること。 

 


